
2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

お問合せ先：

既存住宅の断熱リフォーム支援事業（経済産業省・国土交通省連携事業）

補助対象の例

間接補助事業

既存住宅の断熱リフォームによる省エネ・省CO2化を支援するため、

以下の補助を行う。

①既存戸建住宅の断熱リフォームに対し1/3補助

上限:120万円/戸（蓄電システム、熱交換型換気設備等への別途補助）

②既存集合住宅の断熱リフォームに対し1/3補助

上限:15万円/戸（玄関ドアも改修する場合は上限20万円/戸。

熱交換型換気設備等への別途補助（集合個別のみ））

① 既存住宅の断熱性能向上による省エネ・省CO2化により、エネルギー価格高騰から国民生活を守る。

② 2030年度の家庭部門からのCO2排出量約７割削減（2013年度比）への貢献

③ 2050年ストック平均でZEH基準の水準の省エネルギー性能を確保

住宅ストックの脱炭素化に資する既存住宅への断熱リフォームを支援します。

【令和６年度補正予算額 940百万円】

住宅所有者等

令和６年度

■補助対象

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室／住宅・建築物脱炭素化事業推進室 電話：0570-028-341

居間だけ断熱
主要居室の部分断熱改修が可能

トータル断熱
高性 建材 用 断熱改修

又は

内窓設置
既存サッシの内側に
樹脂製の内窓を設置

外窓交換
古いサッシの枠に重ねて
新たなサッシを取付けなど

外壁の断熱改修など
既存の断熱材を撤去し、
敷込断熱等を施工

参考３



2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

お問合せ先：

断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業
（経済産業省・国土交通省連携事業）

補助事業対象の例

間接補助事業

約5,000万戸存在する国内の既存住宅のうち約２割しか現行の省エネルギー

基準を満たしていないこと及び家庭におけるエネルギー消費の大部分を冷暖

房由来のものが占めており、これらの使用量を減らすには熱損失が大きい窓

等の開口部を改修し断熱性能を高めることが効果的であることに鑑み、既存

住宅において断熱性能の高い窓に改修（改修工法：内窓設置、外窓交換又は

ガラス交換）する際の費用の一部を支援する。

既存住宅における断熱窓への改修

補助額：工事内容に応じて定額（補助率1/2相当等）

対 象：窓（ガラス・サッシ）の断熱改修工事

（熱貫流率（Uw値）1.9以下等、建材トップランナー制度2030年目標水

準値を超えるもの等、一定の基準を満たすもの）

・既存住宅の早期の省エネ化を図ることで、エネルギー費用負担の軽減及び住まいの快適性の向上と、2030年度の家庭部門
からのCO2排出量約７割削減（2013年度比）の実現を図り、「ウェルビーイング／高い生活の質」の実現に貢献する。

・先進的な断熱窓の導入加速により、窓等の価格低減による関連産業の産業競争力強化及び経済成長と温室効果ガスの排出
削減を共に実現し、くらし関連分野のGXを加速させる。

くらし関連分野のGXを加速させるため、断熱窓への改修による即効性の高いリフォームを推進します。

【令和6年度補正予算額 135,000百万円】

【現状】

住宅の所有者等

令和６年度

■補助対象

住宅の熱の出入
りの６,７割は
開口部から

日本の住宅の７割は
単板ガラス窓のみ すべての窓が

二重サッシ又は
複層ガラス窓
（18％）

一部の窓が
二重サッシ又は
複層ガラス窓
（16％）

二重サッシ又は
複層ガラス窓

なし（67％）

出典：R5住宅・土地統計調査

内窓
既存の
サッシ

内窓設置 外窓交換 ガラス交換

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室／住宅・建築物脱炭素化事業推進室 電話：0570-028-341

参照：（一社）日本建材・住宅設備産業協会省エネ
ルギー建材普及促進センター「省エネ建材で、快適
な家、健康な家」を基に環境省作成



2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

お問合せ先：

脱炭素志向型住宅の導入支援事業（経済産業省・国土交通省連携事業）

補助対象の例

間接補助事業

家庭部門のCO2排出量削減を進め、くらし関連分野のGXの実現に向けて、2050年
ストック平均でZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）基準の水準の省エネルギー
性能の確保を目指す牽引役として、ZEH基準の水準を大きく上回る性能を有する省エネ
住宅の早期普及を図るため、脱炭素志向型住宅（GX志向型住宅）の導入に対して支援
を行う。

○対象（補助額）：新築戸建住宅、新築集合住宅（160万円／戸）
○主な要件：①一次エネルギー消費量の基準（BEI）≦0.65（省エネのみ）

②一次エネルギー消費量削減率100％以上※1,2（再生エネ等含む）
③断熱等性能等級６以上 など

① 脱炭素志向型住宅の導入加速により、関連産業の産業競争力強化及び経済成長と温室効果ガスの排出削減を共に実
現し、くらし関連分野のGXを加速させる。

② 住宅の省エネ化を加速させ、エネルギー価格高騰から国民生活を守る。

ZEH基準の水準を大きく上回る省エネ性能を有する新築住宅（脱炭素志向型住宅）の導入を支援します。

【令和６年度補正予算額 50,000百万円】

民間事業者・団体

令和６年度

■補助対象

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室／住宅・建築物脱炭素化事業推進室 電話：0570-028-341

注）以下の住宅は、原則対象外とする。
・「土砂災害特別警戒区域」に立地する住宅
・「災害危険区域（急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る）」に立地する住宅
・「市街化調整区域」かつ「土砂災害警戒区域又は浸水想定区域（洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域
における浸水想定高さ３ｍ以上の区域に限る）」に該当する区域に立地する住宅 など

※1 寒冷地等の場合は75％以上、都市部狭小地等の場合を除く
※2 集合住宅は、別途住宅部分の階層により設定



2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

お問合せ先：

建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業（一部経済産業省・国土交通省連携事業）

事業イメージ

間接補助事業

(1)ZEB普及促進に向けた省エネルギー建築物支援事業(一部経済産業省連携)

①新築建築物のZEB普及促進支援事業 ②既存建築物のZEB化普及促進支援事業

③非住宅建築物ストックの省CO2改修調査支援事業

ZEBの更なる普及拡大のため、新築/既存の建築物ZEB化に資する設備機器等の導入

及び既存建築物ストックの省CO2改修によるZEBの達成可能性・省CO2効果の調査

を支援する。

(2)省CO2化と災害・熱中症対策を同時実現する施設改修等支援事業(一部国土交通省連携)

①業務用施設における省CO2化・熱中症対策等支援事業
②フェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業

(3)サステナブル倉庫モデル促進事業(国土交通省連携)

① 2050年カーボンニュートラル実現、そのための2030年度46％減（2013年度比）の政府目標の早期達成に寄与する

ため、建築物等におけるZEB化・省CO2改修の普及拡大により脱炭素化を進める。

② 外部環境への適応強化を進め、平時における利用者の「ウェルビーイング/高い生活の質」の実感につなげるととも

に、フェーズフリー等の技術を取り入れ、建築物のレジリエンス向上の同時実現を目指す。

業務用施設のZEB化・省CO2化の普及加速に資する高効率設備導入等の取組を支援します。

【令和６年度補正予算額 4,800百万円】

地方公共団体、民間事業者・団体等

令和6年度

■補助対象

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室／住宅・建築物脱炭素化事業推進室 ほか 電話：0570-028-341

ZEBの普及拡大

施設の省CO2化と災害・熱中症対策／サステナブル倉庫普及

省CO2独立型
施設のイメージ

クーリングシェルター
のイメージ

サステナブル倉庫
のイメージ



2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

お問合せ先：

補助事業のイメージ

• 建築物分野において、2050年の目指すべき姿（ストック平均でZEB基準の水準の省エネルギー性能※の確保）を達成するためには、CO2削減
ポテンシャルが大きい既存建築物への対策が不可欠。

• 外皮の高断熱化と高効率空調機器等の導入加速を支援することにより、価格低減による産業競争力強化・経済成長と、事務所や教育施設など
を含む建築物からの温室効果ガスの排出削減を共に実現し、更に健康性、快適性など、ウェルビーイング／くらしの質の向上を図る。

既存業務用施設の脱炭素化を早期に実現するため、外皮の高断熱化及び高効率空調機器等の導入を支援します。

令和６年度
※ ZEB基準の水準の省エネ性能：一次エネルギー消費量が省エネルギー基準から

用途に応じて30％又は40％程度削減されている状態。

省エネルギー基準から、用途に応じて30％又は40％程度以上削減

外皮の高断熱化
断熱窓

高効率空調機器等の導入
照明空調

断熱材

■委託先及び補助対象

【令和６年度補正予算額 11,175百万円】
※４年間で総額34,373百万円の国庫債務負担

業務用建築物の脱炭素改修加速化事業（経済産業省・国土交通省連携事業）

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室／住宅・建築物脱炭素化事業推進室 電話：0570-028-341

既存建築物の外皮の高断熱化及び高効率空調機器等の導入を促進するため、設備補助を行う。

○主な要件：改修後の外皮性能BPIが1.0以下となっていること及び一次エネルギー消費量が

省エネルギー基準から用途に応じて30％又は40％程度以上削減されること（ホ

テル・病院・百貨店・飲食店等：30%、事務所・学校等：40%）、BEMSによ

るエネルギー管理を行うこと 等

○主な対象設備：断熱窓、断熱材、高効率空調機器、高効率照明器具、高効率給湯機器 等

・設備によりトップランナー制度目標水準値を超えるもの等、一定の基準を

満たすものを対象とする。

・一定の要件を満たした外部の高効率熱源機器からエネルギーを融通する

場合は、当該機器等も対象とする。

○補助額：改修内容に応じて定額（補助率1/2～1/3相当） 等

給湯

地方公共団体、民間事業者・団体等

間接補助事業


